
　
に
転
出
し
た
人
は
投
票
で
き
ま
せ
ん

　

投
票
の
日
時
・
場
所
な
ど
を
記
載

し
た
は
が
き
「
選
挙
の
お
知
ら
せ
」

を
郵
送
し
ま
す
。
記
載
事
項
を
確
か

め
、
投
票
す
る
と
き
に
持
っ
て
来
て

く
だ
さ
い
。

　

は
が
き
が
な
い
場
合
で
も
、
選
挙

人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
れ
ば
投
票

で
き
ま
す
の
で
、
投
票
所
で
申
し
出

て
く
だ
さ
い
。

　

投
票
所
お
よ
び
投
票
時
間
に
つ
い

て
は
、　

月
１
日
号
広
報
は
つ
か
い

１１

ち
に
掲
載
予
定
で
す
。
ま
た
、
選
挙

の
お
知
ら
せ
ハ
ガ
キ
に
も
記
載
し
て

あ
り
ま
す
。

　

目
が
不
自
由
な
人
は
点
字
投
票
が
、

手
が
不
自
由
で
あ
る
な
ど
の
た
め
、

自
分
で
字
が
書
け
な
い
人
は
代
理
投

票
が
で
き
ま
す
。
投
票
所
の
職
員
に

申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

◇指定病院などでの不在者投票

　

一
定
規
模
以
上
で
、
不
在
者
投
票

年齢など　
平
成
５
年　

月　

日
以

１１

１１

　

前
に
生
ま
れ
た
日
本
国
籍
を
有
す

　

る
人

住　所　
平
成　

年
７
月　

日
以
前

２５

２３

　

に
本
市
に
転
入
の
届
け
出
を
し
、

　

引
き
続
き
市
内
に
住
ん
で
い
る
人

※
市
内
か
ら
県
内
の
他
の
市
区
町
へ

　

の
住
所
移
転
は
１
回
に
限
り
、
本

　

市
の
元
の
住
所
地
の
投
票
所
で
投

　

票
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
い
ず

　

れ
か
の
市
区
町
の
市
民
課
（
住
民

　

課
な
ど
）
が
発
行
す
る
「
引
き
続

　

き
住
所
を
有
す
る
こ
と
の
証
明 

　

書
」ま
た
は
、
住
民
票
の
写
し（
コ

　

ピ
ー
不
可
）
が
必
要
と
な
り
ま
す

※
７
月　

日
以
降
に
、
県
内
の
他
の

２４

　

市
区
町
か
ら
本
市
に
転
入
の
届
け

　

出
を
し
た
人
で
、
転
入
前
の
市
区

　

町
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て

　

い
る
人
は
、
原
則
、
前
住
所
地
で

　

の
投
票
と
な
り
ま
す
の
で
、
転
入

　

前
の
市
区
町
の
選
挙
管
理
委
員
会

　

に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い

　

な
お
、
前
住
所
地
で
投
票
す
る
と

き
は
、
い
ず
れ
か
の
市
区
町
の
市
民

課
（
住
民
課
な
ど
）
が
発
行
す
る

「
引
き
続
き
住
所
を
有
す
る
こ
と
の

証
明
書
」
ま
た
は
、
住
民
票
の
写
し

（
コ
ピ
ー
不
可
）が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
７
月　

日
以
降
に
県
外
か
ら
転
入

２４

　

し
た
人
お
よ
び
投
票
日
ま
で
に
県
外
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　　問合せ　　廿日市市選挙管理委員会事務局　　　　　　　　　　　　　緯運９１０１　　佐伯支所（選挙担当）　緯演１１１１　　吉和支所（選挙担当）　緯猿２１１２　　大野支所（選挙担当）　緯運２００５　　宮島支所（選挙担当）　緯瑛２０００
　月　日掌は、１１１０広島県知事選挙

　　　　の投票日です

選挙のお知らせはがき

を送ります

選挙権がある人
投票日・投票時間

点字投票や代理投票
不在者投票

　期日前投票を利用してください　投票日に用事や仕事、旅行、病気などで投票に行けない人は、事前に期日前投票ができます。期日前投票の際には、「期日前投票宣誓書」に所定の事項を記入することが必要です。あらかじめ、選挙のお知らせはがきの裏面に掲載している「期日前投票宣誓書」に必要事項を記入しておくと、投票の受け付けが早く済みます。期日前投票される際は活用してください。※今回の選挙から、期日前投票所によって投票期間が異なりますので、注意し　てください期日前投票所　●廿日市市役所７階会議室
　　期　間　１０月２５日晶～１１月９日松　●佐伯支所・吉和支所・大野支所・宮島支所
　　期　間　１１月２日松～１１月９日松　※各投票所とも投票時間は８時３０分～２０時　※土曜日、日曜日および祝日も投票できます

  期日前投票宣誓書私は、平成２５年１１月１０日執行の広島県知事選挙の当日、次の理由に該当する見込みですので、期日前投票をしたく、以下の記載が真実であることを誓います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年○○月○○日
該当する□に　　を記入してください。□仕事、学業、冠婚葬祭などに従事□上記以外の用事又は事故のため、他の市区町村又は投票区域外に外出、旅行、滞在□病気、負傷、出産、身体障害などのため歩行困難□住所移転のため、他の市区町村に居住　

廿日市 太郎氏　名
明・大・昭・平  25  年  11  月 10  日　  生年月日

※表面に記載の住所と同じ場合は記入不要住　所

記載例（はがきの裏面）

※「期日前投票宣誓書」には、氏名・生年月日などを記入するほか、はがきに書いてある４つの　理由の中から一つを選んでいただくだけで結構です
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が
で
き
る
指
定
を
受
け
た
病
院
や
老

人
ホ
ー
ム
な
ど
に
入
院
（
所
）
し
て

い
る
人
は
、
そ
の
病
院
な
ど
で
不
在

者
投
票
が
で
き
ま
す
。
病
院
な
ど
の

職
員
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

◇滞在先での不在者投票

　

出
張
な
ど
で
市
外
に
滞
在
中
で
、

投
票
日
ま
で
に
帰
る
こ
と
が
で
き
な

い
人
は
、
滞
在
先
の
選
挙
管
理
委
員

会
で
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

投
票
用
紙
を
廿
日
市
市
選
挙
管
理

委
員
会
に
請
求
す
る
と
、
滞
在
先
に

投
票
用
紙
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
滞

在
先
の
選
挙
管
理
委
員
会
で
投
票
し

て
く
だ
さ
い
。

　

日
数
が
か
か
る
の
で
、
早
め
に
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◇郵便などによる自宅での

　不在者投票
　

法
で
定
め
る
重
度
の
障
が
い
な
ど

が
あ
る
人
で
、
郵
便
等
投
票
証
明
書

を
持
っ
て
い
る
人
は
、
選
挙
管
理
委

員
会
に
投
票
用
紙
の
請
求
を
す
れ
ば
、

郵
便
な
ど
に
よ
り
自
宅
で
投
票
で
き

ま
す
。

※
投
票
用
紙
の
請
求
期
限　

　
　

月
６
日昌１１※

投
票
用
紙
を
請
求
す
る
た
め
に
は
、

　
「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」が
必
要
で

　

す
。「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」の
申

　

請
は
、
常
時
受
け
付
け
て
い
ま
す

　

の
で
、
早
め
に
選
挙
管
理
委
員
会

　

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い

策
財

※期日前投票所よって投　票期間が異なります


